
個室型庖舗の現状と火災予防上の対策
~建築行政と 消防行政の連携による対策につ いて ~

|個室型醐附する
防火安全対策梯せ委員会

検討委員会設置の趣旨

近
年、
個
室
型
庖
舗と
言
わ

れる
施
設で、
多
数の
犠牲
者を

伴、
っ火
災が
発生
してい
る。

平
成
四
年
1
月、
宝
塚
市の

カ
ラオ
ケボッ
クス
で
火
災が
発

生
し、
翌
年の
平成初
年m
月に

は、

大阪市浪速
区の
個
窒ヒ
デ

オ
唐に
おい
て
火
災が
発生
し、

多薮の
死
者を
伴
う重
大な
被
害

が
発生
した。

消
防
局
と
建
築
局で
は、
こ

れらの
火

災状況を
踏ま
え、
変

化してい
る
社
会
情
勢や生
活
習

慣など
を
勘案し、
従来
墾疋さ

れてい
なかっ
た
個室
型
庖舗の

防火
安全
対策につ
い
て、
検
討

委員会を
開催し、
その
実態や

問
題
点につ
い
て
検討した。
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換酎の進め方と目標

検
討
委
員
会
は、
多
数
の
犠

牲を
伴っ
た
過去の
重
大
火
災を

ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
!
と
する
ほ

か、
市内の
庖
舗状
況を
把握し、

個室
型
庖舗に
潜
在
する
危険
性

や
課
題を
抽出
し、
その
対応
策

を
検討・
整
備
するこ
と
で、
個

室
型
庖
舗に
お
ける
防火
安全
対

策の
向
上
を
目
標
と
し
た。
ま

た、
同
時に
消防
法
令等の
改正

状
況を
把握し、
個室
型
庖舗の

合
理
的な
防火
安全
対
策を
検討

1いれん。
川個室型庖舗とは

一
般
的に、
「
個室」
を
有
す

る
施
設と
して
は、
飲
食
店、
風

俗営業庖並び
に
塾など
の
学習

室
が
あ
げられる。
当
委員会で

は、
過去の
火
災
事例を
鑑みた

結果、
飲酒を
伴い、
個
室中の

大音
響によ
り、
外
部の

警報音

が
聞き
取りづ
らい
施
設(カ
ラ

オ
ケ)
や、
飲酒
後、
就
寝など

を
目
的と
して
利用されるこ
と

が多い
施設(
個室ピ
デ
オ、
イ

ン
ター
ネッ
トカ
フェ、
漫画
喫

茶)
など、
何れ
も
「
火
災に
対

する
初
期対応の
遅れ」
が
見込

ま
れ
る
施
設を
「
個
室
型
庖
舗」

と
して

定義付
け、
検
討を
行
う

ア}
シ」
シγしゃ~。

3 重大火災事例の把握

川兵庫県宝塚市カラオケボツ

クスの火災事例
平
成
四
年
1
月
却
日
午
後
6

時日
分
頃、
アルバ
イ
ト
従
業
員

A
は、
一
階
厨
房に
おい
て
客に

提
供
する
軽
食
を
調
理
す
る
た

め、
サ
ラ
ダ
油を
入れた
中
華鍋

をガスコ
ンロ
の
火に
か
け、
こ

れを
加熱したま
ま
放
置し、
同

日
午
後6
時却
分
頃発火
して
火

災と
なっ
た。
被
害は、
死
者3

名、

負傷者5
名を
出した。

(
図1)この

火
災
に
お
け
る
被
害
拡

大の
要
因は
(
消防
庁
見
解)

O
防火・
防
炎
誕の
低い
間
仕切

り
壁
に
よ
る
個
室
形
状
の
ス

ペ
ー
ス
が
密
集
し
て
い
た
こ

シ」。
O
自
動
火
災
報
知
設
備が
な
く、

火
災
発
生
に
気づ
く
の
が
遅

れ、
逃
げ遅れたこ
と。

な
お、
庖
に
は
非
常ベ
ル
や

避
難は
しご
が
な
く、
2
階の
窓

は
内
側から
塞が
れてい
た。
ま

た、

消火
器も
使用
済みの
もの

しか
置か
れてい
なかっ
た。
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ω大
阪市個室ビデオ盾の火災

事例平成
却
年
目
月1
日
午
前
1

時日
分
頃、
利用
客A
は
庖
舗に

知人とと
も
に
入
庖し、
出
火
場

所
と
さ
れ
た
国
号
室
に
入
室
し

た。
D
VD
鑑
賞など
を
したの

ち、
入
庖時
に
持参し
てい
た
知

人
の
キ
ャ
リ
ー
バ
ッ
グ
の
中
に

入っ
てい
た
衣
類
及ひ
新
聞紙の

上
に
ティッ
シュ
ペ
ーパ
ー
を
置

き、
ライターでこ
れらに
点火

し
火を
放っ
た。
この
火災に
よ

り、
死
者日
名、

負傷者

叩名を

出

す被室F』
なっ
た。
(
図2)

こ
の
火
災
に
お
け
る
被
害
拡

大の
要因は
(
消防
庁
見
解)

O
火
元
の
個
室か
ら
流
出
し
た

煙・
熱が
短い
時
間の
う
ち

に
通
路
に
充
満
し
て、
避
難

経
路が
絶た
れ
たこ
と。
(
死

因
は、
い
ず
れ
も一
酸
化
炭

素中毒。)

O
密
室
構
造の
個
室
に
おい
て、

利
用
客はヘ
ッ
ド
ホ
ン
の
使

用
や
就
寝
に
よ
り、
火
災
の

発
生
に
気
が
付
き
に
くい
状

況で
あっ
たこ
と。O自動火災報知設備が

設置さ

れ
て
い
た
が、
作
動
中
に
警

報
音
が
停
止
さ
れ
た
お
そ
れ

が
あるこ
と。

O通
路
は
狭
く
複雑で、
行き止

ま
りの
構
造で
あ
り、
かっ、

個
室
入
口
の
扉は
外
聞
きで、

避
難の
際
に
通
路
側
に
開
放

さ
れ
た
ま
ま
の
状
態と
な
り、

避
難
に
支
障
を
生
じ
や
すい

状
況で
あっ
たこ
と。

O
日
頃
よ
り
防
火
管
理
上
の
教

育・
訓
練
が
十
分
実
施
さ
れ

て
お
ら
ず、
従
業
者
に
よ
る

初
期
消
火、
避
難
誘
導
等の

応
急
活
動
が
適
切
に
行
わ
れ

なかっ
たこ
と。

な
ど
に
よ
り、
多
数
の
利
用

客が
逃
げ遅れ、
重
大な
人
的
被

害を

伴う災害に
なっ
たこ
と
が

考え
られ
る。

4 第1
固検酎会

出典:大阪市消防局

検
討
委
員
会
事
務
局
で
は、

検
討会開
催
前に、

市内の
「
個

室ピ
デ
オ
唐」、
「
イン
ター
ネッ

トカ
フェ」、
「カ
ラ
オ
ケ
庖」
に

つ
い
て
事
前の
実
態
調
査
を
行

い、
その
状
況を
第1
回
検
討会

に
て
報
告し、
さ
らに
前述した

火
災
事例を
参
考と
し
て、
個室

居舗が
抱える
火
災
予防上の
問

題
点
を
検
討し
た。
その
結
果、

次のよ
うな
実態
や問題
点が
浮

き

彫りと
なっ
た。

①防音構造の
個
室、

利用客ご

と
に
設
け
ら
れ
た
間
仕
切
り

等の

内部構造によ
り、
個々

の
利
用
客が
火
災
に
気
が
付

き
に
く
く、
従
業
員
等
に
よ

る
避
難
誘
導
も
困
難
と
な
り

や
すい。

②
個
室
等
が
狭い
空
間
に
密
集

し、
通
路が
迷

路状態に
なっ

た
施
設
形
態
と
なっ
て
い
る

こ
と
で、
火
災
時
に
は
煙・

熱が
滞
留し
や
すい。

③各個室
や
廊下
等の
照明が
暗

い
こ
と
に
よ
り、
火
災
時の

避
難
に
重
大
な
支
障
を
生
ず

る
お
それ
が
ある。

④不特定多薮の
者の
利用、
深

夜・
早
朝
の
酔
客
に
よ
る
就

寝を
目
的
と
し
た
利
用
な
ど

が
あ
り、
利
用
客
に
よ
る
迅

速・
円
滑
な
避
難
行
動
を
と

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

か
ら、
潜
在
的
に
逃
げ
遅
れ

によ
る

人命危険が
大きい。

⑤飲食の
提供に
伴
う厨
房で
の

火
気
使
用
や
喫
煙
に
よ
る
出

火危険性を
持っ
てい
る。

⑥
最
低
限
の
従
業
員
数
で
管

理(
営
業)
を
行っ
てい
る
た

め、
火
災
時の
建
物
内
通
報・

1
1
9
番通
報・

初期消火・

避
難
誘
導
を
同
時
に
実
施
す

る
こ
と
が
困
難
と
なっ
てい

る。こ
の
こ
と
か
ら、
個
室
型
唐

舗におい
て
は、

ァ.
火
災
発生
時の

早期覚知・

伝達の
申露

ィ.
逃
げ遅れ
防止の
ための
避

難
経路の
確保
及び
整
備

ゥ.

避難時間の
確保の
た
めの

火災拡大防止対策

ェ.
従
業
員に
対
する
防火
管理

教
育の
宮琵

ォ.
消防

訓練宮藷の
重
爾在

など
5つ
の
課題に
対
する
対策

を
検討
するこ
と
が
特に
重
要で

あるとの
認識が
得ら
れ
た。

5 第2
固検討会

平
成
辺
年
6
月
口
日
の
市
会

常任
委
員会に
て、
消防
局査
察

課に
よ
る
条例
改正(
個
室
型一庖

舗に
お
ける
個
室の
扉を
自
閉式

に
す
る
等
につ
い
て)
に
関
す

る
質
疑の
際に、
「
神
戸
市
や
大

阪
市の
よ
うに、
横
浜市で
も個

室型
庖
舗に
関し
て、
建築基
準

条
例
の
改
正
を
行
うべ
きで
は

ない
か。」
と
の
意
見
が
あがっ

た。
こ
れ
に
対
し、
「
建
築
局で

も
神
戸
市

や大阪市の
状
況を
踏

ま
え、
条例の
改正を
検
討中で

あ
り、
再
度
調整を
し
て
みる。」

との
や
り
と
りが
あっ
た。

こ
れ
を
受
け、
第
2
回
検
討

会で
は、
神戸
市

や大阪市の
個

室
型
庖
舗に
対
する

建築条例の

内
容を
研
究し、
横浜市
に
おい

て
も

建築条例を
改正し、

規制

を
強
化するこ
と
が
可
能か
ど
う

か
を
検
討した。

参
考
ま
で
に、
「
カ
ラ
オ
ケ
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ボッ
ク
ス
は

『特殊建築物」
の

う
ち 、
建
築
基
準
法
別
表
(
以

下

『別さ
と
い旨つ)
第
1
(い)

欄
(
4)
の
『
遊

技場」
と
し
て

怒っ」
と
い
う
国
土
交
通省の見

解を
受
け
て 、
全
国
的
に
も
カ
ラ

オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
は
「
遊

技場」
と

し
て
扱わ
れ
て
い
る
が 、

個一室ピ

デ
オ
な
ど
の
「
個一室
型

庖舗」
に

対
す
る
見解
は
出
て
い
な
い 。

川神
戸市と大阪市の比較

2
市
の
取
扱
い
を
比
較
す
る

と 、
神
戸
市
で
は
「
個
室

型居舗」

を
建
築
基
準法
別
表
第
l
(い)

欄
に
該当
し
ない

「特殊建築物」

と
し
て
扱い 、
建
築
基

準法第
却

条
(

地方公

共団体の
条
例
に
よ

る
制
限
の
附
加)
に
基づ
き 、「
神

戸市建築物の
安
全
性の

確保等

に
関
す
る
条
例」
を
改
正
(
平成

辺
年
7
月
1

日施行)
し 、

規制

す
る
こ
と
と
し
て
い
る 。
ま
た 、

消
防
と
建
築
の

受付政
部
門
が
連

携
し 、
消
防
に
提
出
さ
れ
る
各種

届
出
な
ど
を
基
に

対象物
の
実態

把握を
お
こ
なっ
て
い
る 。

一
方 、
大
阪
市
で
は
建
築
基

準法施行条例
を
改
正
(
平成
辺

年
9
月
1
日
施
行)
し 、
「
個
室

型

庖舗」
を

別表第
1
(い)
欄

(
4)
の「
遊

技場」
と
し
て
扱い 、

条
例
を
改
正
し 、

現行缶令の
枠

組み
の
中
で
規制
を
か
け
て
い
る 神戸市と大阪市の比較衰

神戸市 大阪市
①廊下の幅 両側に個室がある廊下の幅は12メー 両側に個室がある廊下の幅は1.2メー

トル以上、その他の避難経路は0.9メー トル以上、その他の避難経路は0.9メー
トル以上(安全条例) トル以上(条例)

②個室の扉が外 自動的に閉鎖するものとすること。 (建築基準法施行条例ではなく、火災
開きの場合 (安全条例) 予防条例で同じ内容を制定。)

@非常用の照明 廊下に設置すること。 居室及び廊下に設置すること。(特建)
装置 (安全条例)

④避難経路等 個室から、原則として重複しない2以 原則として2以上の直通階段を設ける
上の避難経路を確保すること。 こと。(条例)

(安全条例)
⑤脂舗の出入口 屋外、避難階段、 避難パjレコーー等 屋外への出口は、2箇所以上設置し、

に面する出入口を2箇所以上設けるこ 幅0.9メ}トル以上、 内聞き戸禁止、
と。(安全条例) かつ、原則0.9メートル以上の通路に

面すること。(条例)
⑥階段及び踊り 0.9メートル以上とすること。 0.9メ}トル以上とすること。(条例)

場の幅 (安全条例)
制ド煙設備 要(特建)
⑤内装の不燃化 要(特建)
⑨定期報告 要(特建)
⑮用途変更時の 一一一一一一 個室ピデオ庖でも床面積1∞d以上で

建築確認 あれば必要(特建)
⑪その他 建築物の敷地は道路に4m以上接す(同様の接遭規程カ雪別途定められてい

ること。(安全条例) る。)

表1(一
部
条
例
に
よ
り
新
た
に
規
定

さ
れ
た
規
制
あ
り 。)
点
で
大
き

な
違い
が
あ
る 。
さ
ら
に 、
別
表

第
1
上
の
「

特殊建築物」
と
し

て
扱うこ
と
に
よ
り 、

建築基
準

法
上
の

申請等
の

手続き
が
義
務

化
さ
れ 、

対象物
の

実態把握
が

容易
に
で
き
る
こ
と
が
理
解
で
き

た 。
(
表
1)

6 まとめ川横浜市における
建築基準法

を根拠とする条例制定の

必要性検
討
委
員
会
に
お
い
て 、
重

大
火
災
事
例
の
検
証
及
び
害否問
調

査
の
結
呆
か
ら 、
個
室
型
唐舗
に (建築基準法 別表第1 ) 

別表第一 耐火建築物又は輩耐火建築物 としなければなら ない特殊建築物(第六条、第
三十七条、第三十八条、第三十五条の三、第九十条の三関係)

(い) (ろ) (は) ( に)
用 途

用
(い

途
)

に欄
供

の
部

(い分
)

( 欄(ーの
)

用項途
の

に
場

供， する 節(い分
)

(禰(二の
)

用項途
の

に
場

供
合

す
に

る

する階 あっては客席、(
場

五
合

)項に
あっては二階の部分に

の 場合に あっては三階限り、かっ病院 につい て
以 上の部分に限る。)の はその部分に患者の収

床面積の合計 容
る 。施

)
設がある 場合に限
の床商積の合計

(一)
劇公
類

場

す
会
る

、
堂

も
映、

の
函集

で
館
会

政

、

令
場演
で
そ芸
定
の

場

め
他

、

る
観こ
も
れ 覧
の
ら

場
に

、二階以上
三観平

官
方覧メ

平
席

ー

方
に

ト

メ

ル
あ

ー

)
っ

ト

以

ル
て

上
は

(
、屋外千の階

(三) 病があ院る 、
も診の療に所限る(。患)

者の収容施設三階以上 コ百平方メートル以上
の階

下宿、共同住宅、寄
で
ホ

政
宿テ
令

舎ル、
で
そ旅の
定

館他
め

、

これらに類するもの
るもの

〔三) 学校、体育館 その他これらに類三階以上 三千平方メートル以上
するもので政令で定めるもの の階

(四) 百貨I吉、マーケット、展示場 、キャ 二階以上 ニ千 平方メートJレ以上 五百平方メートル以上
バレー、カフェー、ナイトクラブ、の階
パー、ダンスホ ール、遊技場その
他これらに類するもので政令で定
めるもの

( 五 )倉政令
庫でそ定
の

め
他
る
こ

も
れ
の
らに類するもので ニ階以上二育平方メートル以上 千五百平方メートル以上

の階
t六) 自動車車庫、自動車修理工場そ 二階以上 百五十平方メートル以上

の他これらに類するもので政令で の階
定めるもの

お
け
る 、

今後解消すべ
き
ア
ー

オ
ま
で
の
課題
が
見
え
て
き
た 。

消
防
法
で
は 、
こ
れ
ら
の
課

題
に
対
応
すべ
く 、
既
に
消
防
法

施行令
な
ど
の
改正
が
さ
れ
て
お

り 、
自
動
火
災
報
知
設
備
な
ど 、

消
防
設備の

設置一基
準
が
強
化
さ

れ
た
ほ
か 、
個
室
の
扉を
自
閉
式

に
し
て
避

難障害を
除去
す
る
な

ど
の
火
災
予
防
条
例
の
改
正
も

行っ
て
い
る
こ
と
で 、
「
火
災
発

生
時
の

早期覚知・
伝
達
の
実
施」

な
ど 、
消
防
関係
の
謀
題は
整
惰

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る 。

し
か
し 、
個
室
型
庖
舗
の
防

火
安
全

対策と
し
て
は 、
こ
れ
ら

消防的
な

規制だ
け
で
は 、
決
し

て
十
分
と
は
言
え
ず 、
避
難
経
路
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の

幅員確保
や
内
装
制
限 、

排煙

設備等
の
建
築
的
な
規制
も
重
要

で
あ
る 。
消
防
法
令
等の
改
正
に

加え
て

建築関係規定を
強
化
す

る
こ
と
で 、

課題と
し
て
抽
出
さ

れ
た 、
「
逃
げ
遅
れ
防
止
の
た
め

の
避
難
経
路
の
確保
及
び
整
備」 、

「
避
難
時
間
確
保
の
た
め
の
火
災

拡大防
止
対策」
と
い
っ
たハ
ー

ド
面の
整
備
が
実
現で
き
る
と
考

え
る 。
(
表2)

以
上
の
こ
と
を
勘
案
し
た
結

果 、

当検討委員会一と
し
て 、

『横浜市の個室型唐舗につ

いては、別表第1(い)欄(4)

の「遊技場」として取事える

ように、
国等との調整を進め

るとともに、
建築基準条例改

正も視野に入れた、ハード・

ソフト面を合わせた総合的な

防
火
安
全
対策の

検討を
さ
ら
に

進めることが望ましい。」

と
の
結
論に
達
し
た 。

今
後 、
大
阪
市
の
よ
う
な
条

例
改
正
が
実
現
し
た
場合 、

排煙

設
備
や
非
常
照
明
設
備
の
設
置 、

内
装
制
限
等
が
義
務
化
さ
れ
る

他 、

告白刷霊口
や

用途変更等
の

手
続
が

義務化
さ
れ
る 。
た
だ
し 、

こ
れ
ら
の
規制
につ
い
て
は 、
階

数
や

面積等の
基
準
に
適
合
し
な

い
場合
は 、

規制
が
か
か
ら
ない

こ
と
に
な
る
の
で 、

規制
の
対
象

外
と
な
る
項
目
に
つ
い
て 、

行政

指導と
し
て
ど
こ
ま
で
指導
し
て

い
くべ
き
か
を 、

今後
さ
らに
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る 。

ま
た 、
横
浜
市
に
お
け
る
個

室
型
底舗
の

揖設数
は 、
先
行し

て

条例建止
に
踏
み
切っ
た
神
戸

市
や
大
阪
市
と
比
較
し
て
み
て

も 、
そ
の
件
数
に
は
遜
色
な
く 、

建
築
基

準条例改正
の
意義
は
十

分
に
あ
る
と
考hえ
ら
れ
る 。

(
表3)

ω建築局と消防
局の協刀・連

樺立曹聞につい
て前

述
の
と
お

り 、
建
築
基
準条

例
改
正
に
よ
り
個

室
型
庖
舗
を
「
特

殊
建
築
物」
の

「
遊
技
場」
と
し

て
取
り
翠
2」
と

で 、
1
0
0
d
を

超
え
る
用
途
変
更

工
事
等
に
つ
い
て

は
確
寵
申
請
の
手

続
が
義
務
化
さ
れ

る
た
め 、
建
築
局 、

消
防
局
共に
施
設

の
把握
が
可
能
と

な
る 。
し
か
し

1
0
0
d
以
下
の

③法対応状況

対応済み

②対応法令

消防法

表2

〈5課題) I ①対応方法

ア. 火災の早期覚知 |イ. 自動火災報知設備の整備

ロ. 煙感知器の設置義務

用
途
変
更
工
事
等
につ
い
て
は 、

確
認
申
請の
手
続
が
義
務
で
は
な

く
な
り 、
建
築
局
が
施
設
を
把握

する
こ
と
が
困
難に
な
る 。

そ
こ
で 、
消
防
法
第
4
条
の

立

入検査
に
よ
る
情報
や 、
消
防

署
に
提
出
義
務
の
あ
る
「
防
火
対

象物
使
用
開
始
届」 、
消
防
設
備

の
工
事
に
伴
う
「
着
工
届」
「
設

置
届」
が
提
出
さ
れ 、

個窒
型
唐

ハ. 非常警報設備の整備
イ 避難通路の確保|イ 2方向避難の確保

ロ. 避難通路の幅員の確保

建築基準法 |未整備

(建築基準条例)

ハ， 避難通路の排煙の確保

ニ 避難路の非常用照明の確保
示誘導加融 |涌雌 |対応済み
へ. 避難経路図の掲示 I C火災予防条例)
イ. 防火区画の形成 |建築基準法 |未整備
ロ. 個室・外開き戸の自問化 |消防法 |対応済み

ウ.延焼防止対策

ハ. 防災製品の活用
エ. 防火管理の徹底 |イ. 防火管理者の選任義務化

ロ. 消防計画の作成義務化

舗
の
入

庖情報を
把握し
た
段階

で 、
建
築
局へ
相談
す
る
よ
う関

係
者に

指導す
る
と
と
も
に 、
建

築
局
に
情
報
提
供
を
行、フ
な
ど 、

建
築・
消
防
両
局
聞の
協力・
連

携体制
を
構築
し
て
お
くこ
と
に

よ
り 、
個
室

型庖舗の
防
火
安
全

対策
が
向
上
す
る
と
考
え
る 。

対応、済み消防法

ハ従業員への防火管理教育

オ消防訓練の実施 |イ. 定期的な訓練の実施 対応済み消防法

施設総数 個 室 カラオケ 複合 テレフォ
ピデオ庖 ボッ クス カフェ ンク ラプ

神戸市 99 10 55 33 l 

大阪市 330 74 170 82 4 
横浜市 203 1 6  1 33 51 3 

表3

検討蚕員会メンバー

委
員
長一
清
防
局
指
導
課見

学

洋
介

委

員一
建
築
局

建
築
企
画
課

品情
本
光
司

委

員一
商
務
防
署
予
防
係

上ノ
山
登

委

員一
都
筑
精
防
署
予
防
係

果
回
佳
徳

委

員一
中
滑
防
署
壷
療
保

曽相候
回

和矢

受

員一
港
北
抽伺
防
署
査
康
保

山
崎登

委

員二
鶴
見

消
防
署
指
事
係

鉱
閉
弘
行

委

員一
泉

消
防
署
指
導
係

浅
間
治
男

事
務
局一

消
防
局
指
導
課瀕上

哲也

田
中由
縁
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